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中国建物区分所有制度の一断面

―車庫の帰属問題に関する一考察―

高健

AbstraL･t

71lisallicleanalyzesthedisputesconcerningcondominium propertiesthroughthe

legislativeprocessofChinaPrope噂 LaW,FiTS吊 examinedthethreee豆ementtheoryof撒e

condominiumproperty.InetTect,condominiumpropertyisthecombinedconstructorpartial

ownershipandcommunalownershipandlnelnbership･Next,Ianalyzedthejudgmentstandard

underwhichcargaragearedeterminedtobe､､~hosepersonalspaccs･Alsoitisthestandardto

devisespeciiyICpartfromcommonpart･I-astly,alterIhaveintroducedandanal117edarticle74

0rChinaPropertyLaw,Iindicatedthattherearetwotypesorcondominiumownersandthere

aremawswiththecargarageregistlalionsystem.Accordingly,itispossibletoderivea

cross-SectionorthesystemChinacondomilliun10"merShip.

キーワー ド･･･,･･中国物権法 区分所有制度 車庫の帰属 専有部分 物権法第 74条

はじめに

中国物権法が2007年 3月に制定､10月に施 行 され た.｡その第6章は ｢区分所有者の建物区

分所有権｣であるQ 日本の ｢建物の区分所有等に 関 す る法律｣のように単行法として制定され

ていないものの､中国で建物の区分所有に関する最初の法律として､学界からはその意義の重

大性はどのように評価されても過言ではないとい う評価があったl)Q

日本の反応はというと､｢建物区分所有権｣とい う名称自体は日本から導入されたし､建物

区分所有権の構造についても日本の学界から大きな影響を受けたこともあり2㌦ 中国の建物区

分所有制度に関する研究も次第に盛んになっている｡これまでに､権承文は 叫1国建物区分所

有法制度の法的考察-管理制度を中心とした日中比較-｣とい う論文3)を発表 し､その重心を

管理制度に置いて検討 しているし,劉強は｢中国建物区 分 所 有 権 立 法 の あ り 方 に 関 す る 研 究｣4)

において立法の流れを検討 しているO

また､中国人研究者の報告翻訳として､2007年 8月 31 日 か ら 9月 1日に開かれた ｢中国物

権法を考える｣ シンポジウムで､陳華彬は ｢建物区分所有権 :学者建議稿の立場 と中国物権法

の規定｣ 5)について報告を発表した｡また､同書の質疑部分では､マンションの駐車スペース
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について少 し触れた6㌔ その他に､論文翻訳 として､金錦薄は区分所有建物の共用部分の区分

について論文7)を発表 した｡

しかしながら､ L_述 した論文のいずれ も､本稿に取 り上げる専有部分と共用部分を区別する

基準を明らかにしていない｡区分所有制度の発展において､最初に解決 しなくてはならない問

題は専有部分と共用部分の区別である∴本稿は､物権法立法過程の焦点の 1つであった車庫の

帰属問題を直接の検討対象 とするが､車庫帰属問題の検討は､中国区分所有制度における専有

部分と共用部分を区別する基準を理解するための切 り(-1となろう.)そこで､本稿では､中国物

権法制定前後における､車庫帰属をめぐる議論を整理 し､物権法の第 74桑を分析 しようと思 うO

そのことはまた､現在中国区分所有制度における一断面を明らかにして､その全体像を理解す

ところで､本稿で検討する車庫 とは､団地に属 して､独立した空間を有 し､車両を駐車させ

ることを目的とする六面が閉鎖 している建築物である琵)｡また､車両の駐車を周途 としたスペ

ースとして駐車区画があるが､それは周囲が閉鎖 しておらず､地面で綿を引いて分割 された駐

車スペ-弟である9)｡筆者は本稿で､車庫特に地下車庫に焦点を合わせて検討するQ 車 庫には

地 上車庫 と地下車庫があるが､地.F車庫の方は現在の団地内に多く見られるし､地 下 の空間を

利用して建設 されたものとして法的関係が更に複雑になる.1,地 下車庫の帰属問題を究明するこ

とは､地上車庫-の理解を深めることになろ う,,

以 下では､まず､中国建物区分所有制度の法的構造を検討 し､車庫帰属問題の位置づけを明

らかにする.っ次に､車庫の帰属問題をめぐる学説と物権法起草過程における草案条 文 の変遷 を

考察するL,それによって､中国法学界の車庫帰属問題-の認識を示すことが出来よ う Q 最 後に､

物権法第74条に焦点を合わせて車庫の帰属問題に対する現行制度を分析し､幾つかの問題を検

討するL,

Ⅰ 中国建物区分所有制度(I)法的構造--1一捕 球要素をめ ぐる議論状況と立

法状況

l 物権法戒立以前における議論

(り 諸税の概要

建物区鎗所有権の内容について､中国学界では 4つの塞張がある明o即ち､-要素説､二要

素説､三要素説及び四要素説である‖)0

一要素説を唱える代表的な論者は､在韓遠である｡径によれば､建物区分所有権は区分所有

建物の専有部分だけで構成 される所有権であり､共済部分に対する権利には及ばないとい う咽｡

二要素説を主張するのは､梁慧星と王利 明である｡それぞれが指導 して起案 した物権法建議

稿に､その見解は示されている.｡これについては､後述するし,,
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三 要 素 説 を取るのは､陳聾彬であるQ陳は､｢区分所有権 とは､複数 の所 有者 が共 同 して-棟

の 区 分 所 有建物を有するとき､各区労所有者の専有部分に対する所有権 ､紫頗 部分 に対す る拷

分 権及び共同関係による構成農機 ∈索同管理権)明から構成 される権利 で あ るcjと主張 してい

るO この三要素説は､全国丸民代表来会常務蚤頗会 脇 下 r金丸代常務 委 員 会｣とい う)によ

る物権法草案に採用され､採択 ･施行された物権法に規定されている｡

四要素説では､建物区分所有権の内容には､専有部分所有権､共用部分 に対する権利､共同

管理権及び相隣権が含まれている埼Q

物権法成立以前に､区分所有権の構成について､以上のような確りの学説が存在 していたQ

:二: 欄韓法音奏I-二要素註､三要素説

物権法の立法過程に､2つの学者建議稿と1つの立法機関草案があったO学者建議稿は即ち､

梁慧星が率いるチ-ムが作成 した建議稿 (以下 ｢梁建議稿｣とい う)と王利明が率いるチ-義

が作成した建議稿 (以下 ｢王建議稿｣とい う)である｡この三つの学者建議稿に基づいて､全

入代法制工作委員会は中国物権法草案意見徴集播く以下｢法工費草案｣とい う)を作成 した15㌔ 全

人代常務委員会による物権法草案の審議に提出されたのは､この｢法工委草案｣である.｡

染建議稿と王建議稿では二要素説を取っているO即ち､建物区分所有権には専有部分所有権

と共用部分共有権があるとする.っ梁建議稿第 90条は以下のように規定 している.｡｢建物区分所

有権は､数人が建物を区分 してそれぞれその一部を専有し､専有部分に対して単独所有権を有

し､かつ当該建物及びその附属物の共同部分に対 して､別に規定がある場合の外､専有部分の

割合によって柴有する建物所有権である｣16㌔ 一方､王建議稿第 且80条では次のように規定 し

ている.｡ ｢一 棟 の 建 物に､各区分所有者がその専有部分の専有権､共用部分の共有権を享有する

場合､当該権利は建物区分所有権である｣17)0

共同管理権を建物区分所有権の内容に含めない理由について､王建議稿は次のように考えて

いるこ構成員権を建物区分所有権の内容に入れることは､区分所有者の具体的権利行使に便宜

を図るものであるが､建物区分所有制度の主な目的は財産の帰属を確定することである｡区分

所有者間の管理規約は契約法で規律されるべきであり､物権法で規定するものではないl害)o

法工委草案は三要素説を取っている｡即ち､建物区分所有権は専有部分所有権､共用部分共

有権及び共同関係による共同管理権から構成される権利であるっ第 73条は以下のように規定 し

ている岬Q｢区分所有者は､建物内の住居又は事業用スぺ-スなどの専有部分に対して所有権 を

有し､専有部分以外の共用部分に対して共同所有及び共同管理の権利を有する｣L,

:.i: 小指

上述したように､物権法の成立以前､建物区分所有権の構成について 4つの意見があった｡

しかし､その中で､2つの学者建議稿で示されたように､有力説は二要素説である.｡
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2 物 権 法 に よ る 制 度 化 - 三 要 素 説 の 概 要

(1) 条文構成

物権法第 6車である ｢区分所 有者 の建物 区分所有権 ｣には､第 70条から 14か条の規定が置

いてあるa最初の第 70条 は建物 区分所有権 についての基本内容であるO ｢区分所有者は､建物

内の住居 叉は事業用 スべ一一ス等の 専有部 分に対 して所有権を有 し､専有部分以外の共用部分に

対 して共 同所 有及 び共同管理 の権利 を有す る｣20㌔ 続いて,第 71桑からの条文は､専有部分所

有権､共用部分共 有権､共 同管理 権の順序で構成 されている.｡

(二l 条文説明

第 70条は建物 区分所有権の基本内容を定めた21㌔ この条文は法工委草案では第 73条にあっ

たが ､ 内 容 に 修 正は見られないO浩二委草案の説明は以下のように述べている｡

｢高 層 マ ン シ ョ ンが大量に建設されたことにともない､建物区分所有権は既に不動産物権の

中 の 蚤 要 問 題 に な っ ている.⊃建物区分所有権には 3つの権利がある｡即ち､区分所有者は高層

マン シ ョ ン の 中 に あ る その住居に所有権を有し､廊下､エ レベー ター等に共有の種別を有し､

当該 建 物 及 び そ の 附 属施設の維持 ･保護に共同管理の権利を有するO草案は上述 した 3つの権

利につ い てそ れ ぞ れ 規定を設けた｣22㌔

即ち､ 建 物 区 分 所 有権には専有部分所有権､共用部分共有権及び共同管理権があるとする｡

上述 した 三 要 素 説 を 取っている.〕

ド: 反対説 学 者 の 意 見

二要素説 を 唱 え た 王利明は､法工委草案の三要素説に同意 して､従来の主 張 を 変 え た .〕 構 成

員権への認識に つ い て､王は次のように述べている.〕｢所有権が一人に属する場合 ､管 理 権 は 所

有権の中に含まれるのは当然であるので､あまり重要視されていない.｡しかし､多数U)区分所

有者の間に区分所有によって共同生活の関係が生じている.〕その共同生活関係で､区分所有者

の団体は団体の共同事務を管理 しなくてはならない｡そのため､区分所有からは必ず共同事務

の管理が生じるoその管理は区分所有制度の特徴である｣ 23)o

_7 区分所有法制度における専有部分と,Iと用部分

前述 したように､区分所有権は専有部分所有権､共用部分共有権及び共同管理権からなって

いる｡その 3つの権利は不可分なものである.｡物権法のコンメンター一一ルである物権法釈義によ

ると､｢その中にも､専有部分に対する所有権は主導的な地位を占める∫〕それは共用部分共有権

及び共同管理権の前提と基礎になっている｣24)O

従って､区分所有者にとって､専有部分と共用部分を明確に区別することが､自分の区分所

有権にかかわる一番重要な問題になっている｡ その中でも､物権法立法の過程で､団地の附属

設備の帰属問題は議論の焦点になった.っ車庫の帰属問題はその lつである､｡
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= 車庫の帰属問題をめぐる学説と物権法草案

i 学説の整理

物権法の起草過程において､車庫の帰属をめぐる意見は多く出された｡それ らを王利明は以

下の4つにまとめた｡つまり､区分所有者共有説､開発業者所有説､約定説､国家所有説であ

る25)｡以下で､王の説明を踏まえながら､それぞれ簡単に見ていくことにする｡

区分所有者共有説は､車庫､駐車区画は区分所有建物の関連施設であり､区分所有建物の共

用部分である.｡区分所有者は住居に専有部分所有権を有するから､車庫､駐車区画などの共用

部分に対して持分権を有する｡

開発業者所有説は､区分所有者が配分される建設用地使用権について､その配分面積は地表

の使用権に止まっている.〕 地下車庫は当該土地の地下空間を利用して､開発業者が投資し建設

したもので､開発業者 に 帰するのは当然である､と主張する.〕

約定説は､車庫の帰属は当事者の約定で決まると考えている.｡これは法工委草案で示された

考え方であるので､後に紹介することにするO

国家所有説とは､地下車庫は地下人民防空 工 事であり､人民防空法 (1996年 10月29日に公

布､1997年 7月 1日に施行されている)によって国家所有と推定すべきであるとい う主張であ

る26)Oこのように､国家所有説の対象は地下人民防空工事であるO その根拠である人民防空法

は行政法であり､当該関係は公法的関係である.｡ここでは検討 しないことにする｡

以上のうち､区分所有者共有説と開発業者所有説については､幾つかの視点から検討するこ

とが出来る｡即ち､経済的視点､土地建物関係の視点､区分所有理論の視点､物権理論の視点

であるC次に､これ らの4つの視点から2つの学説の整理を試みるO

?. ヰつの視点

.,:､ 経済的韻も

経済的視点とは ｢投資 状況によって車庫の帰属を決定する考え方である｣27㌔ 即ち､｢投資す

るものが利益を受ける日 経 投資 ･誰受劉 脇 下 [ ]によって原語を示す) とい う原則に基

づいて､車庫の建設に投 資 して ､車庫のコス トを最終的に負担する側が車庫の所有権を有する｡

投資受益論であるが､ さ ら に 具体的にみていくと､車庫の建設コス ト､又は車庫の建設面積か

ら論 じるものとして､建設コス ト決定論と共用面積配分決定論に分かれるO

①建設コス ト決定論は､車庫の建設コス トが分譲住宅の価格に組み入れ られるか否かによっ

て､車庫所有権の帰属を決定する考え方である｡｢開発業者が車庫､駐車区画のコス トを建物の

建設コス トに組み入れた場合に､区分所有者 全 員が共同してコス トを負担するときは､車庫､

駐車区画は区分所有建物の共用部分になる.｡ 開 発 業者には区分所有者の共有財産である車庫､

駐車区画に対 して､処分する権利がない｣28㌔
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この 考 え方は区分所 有者 の立場 に有利であるといえよう｡物権法草案の意見公募において､

そ れ に 応 じた意見の中に も､｢車庫､駐車区画は､その建設コス トが既に区分所存建物のコス ト

に組 み 入れられているので､区分所有者の全体に帰属すべきである.｡実務において､開発業 者

が 車庫､駐車区画を再び売買叉は賃貸する行為は､区分所有音の権利利益を侵害 している⊥:91

とい うものがあった｡

しかし､これに反対する意見は絶えず.出ている.〕第 1に､建設コス トは所有権帰属の根拠に

ならない,,r建設コス トは当事者が価格を決定する際に考慮 した要素である､｡しか し､建物の価

格は建設 ヨス トだけによるのではない｡取引価格を決定する過程では､目的物の3ス トの計算

は開発業者の内 部計算であり､経済的意味上の最終価格に影,管を与えるだけで､所有権帰属の

基準にはならない｣とい うのである30)O第 2に､車庫､駐車区画の建設 コス トが建物建設 コス

トに組み入れ られているか否かを判断することは難 しい｡｢不動産取引で､建設組織は自ら価格

を決定 ･E~申告するのであり､コス ト構成に関する資料を提供することや､物価管理部門から価

格を認定されることはない｡そのため､車庫､駐車区画のコス トが既に建物の価格に組み入れ

られているかどうかについては､確定できない｣31㌔

②共用面積配分決定論とは､住宅を分譲する際に､住戸面積に車庫の建設面積が共用面積と

して配分されるか否かによって､車庫の所有権帰属は決まるとする考え方である｡陳軽は次の

ように雷 う｡｢開発薬者が分譲住宅を分譲する腸骨､地下車庫 (面積､筆者注)を共周面積に組

み入れるときは､配分分譲 (住宅面積に車庫面積が組み入れられるので､住宅を分譲すると共

に､車庫の面積を配分するとい う意味である∴筆者注｡)を取っている｡そのため､地下車庫の

所有権は区分所有者全体に属するQ開発業者が地下車庫を共周面積に組み入れていないときは､

車庫所有権の帰属は法律によって推定される｣32㌔

それにたいして､反対する意見があるO区分所有者が車庫面槽を共用面積としては配分する

と主張 している考え方の前程は､車庫､駐車区画は建築基準で建設面積 として計算されること

である33㌔ しか し､建設部が 及999年 昔2jH 日に公布 した ｢商品住宅売却面横の計算及び薬用

建築面積の分配に関する規則.1l商品房鞘嘗面積計算及共用唾棄面持分撫規則コの第 9条では､

｢凡そすでに独立した使用空間として売却または貨貸された地下室､駐車場等は､共用建築面

積の部分に組み入れてはならない Jと定めている｡そのため､売却及び貨.貨に供用された地下

車庫は-.一般に､共用面積に組み入れ られていない｡

(二1 土地漣顎関係の視点

これは､建設用地使周権の権利帰属を基準にして車庫の権利帰属を確定する考え方である34㌔

また､その基準を数字で表すことで容積率35)とい う基準を主張する者 もいる36)O現行法では､

土地と建物はそれぞれ物権の客体になっている､)しか し､土地と建物の取 り扱いでは､土地と

建物の権利が一体になって成立 ･変更される原則 [房地一････H-一体原則]があるl〕つまr)､静態的な

角度で見れば､建設用地位周権者は建物所有権者 と-致 しなくてはならない37)O動態的な角度
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から見れば､不動産譲渡には､｢建物は土地に従って譲渡する､土 地 は建物 に従 って譲渡する｣

F房随地走,地随房走]原則がある38㌔ そのため､建設周地使用権 を有 してい ない建物は独立

して所有権を有することができない丁｡それらの建物は建設用地使用権 を 有す る建物に附属しな

くではならない39)Q地下車庫は普通､住 宅 が 責 め る敷地の建設用地使用権を利用 して建設 され

たので､その所有権は､建設用地使周権を有する分譲住宅に附属するO区分所有者が分譲住宅

の所有者になると､地下車庫の所有者にもなるとい う考え方である:,

しかし､反対する意見はある｡その理由は3つある40㌔ 第 日こ､住宅が分譲された後､建設

用地使用権は区分所有者の全員に帰属する.｡しかし､開発業者は地下の空間を利用して車庫､

駐車区画を建設 したので､これ らに対して所有格を有するQ土地の空間利潤権叫は独立 した権

利である堀｡第2に､[扇城-体原則〕は行政管理の従来のやり方にすぎないOそれにこだわる

必要はない｡現在では､土地利用の立体化､効率化という新しい傾向が生じてくる､上地と建

物を別Ji再こして権利譲渡させること[房地分離封まさらに土地の価値を実現することができる43㌔

第 3に､物権法第 136条は､建設用地使用権を地表､空中､地■下に設定することを認めている.｡

地下の建設用地使用権は必ずしも地表の建設用地使用権と同じ権利主体でなくてはならないと

いうものではない｡

(3)区分所有理論の視点

区分所有者共有説は､車庫､駐車区画は区分所有建物の関連施設であり､区分所有建物の共

用部分である｡区分所有者は住居に専有部分所有権を有するから､車庫､駐車区画などの共用

部分に対して持分権を有する｡金鳳は､｢車庫 の法的性質からいえば､車庫は住宅の関連施設で

あり､共用部分であるO団地区分所有 者 の 共 同所有に帰属するC区分所有者は住居に対 して専

有所有権を有する以上､車庫に対 し て 共 用 部分持分権を有する｡別に購入又は任用するために

対価を支払う必要はない｣とい う44)0

また､区分所有建物の客体は専有部分と共用部分に分けられていることから､専有部分以外

が共用部分であるという考え方を取る学者もいる｡楊立新は､｢区分所有建物の中で､専有所有

権が設定される専有部分以外､その他の部分は区分所有者全員が共有 するものである.｡駐車区

画は建物に附属する専有部分ではなくて､専有部分から独立した 部 分 である.｡そのため､駐車

区画は共済部分であり､区分所有権の中の共有権の目的物である｣ 咽 とい う｡

しかし､開発業者側では､車庫は独立した部分として､それを専有して専用すべきであると

いう主張を唱えている46)Q

(4) 物権理輪の視点

こ れ は ､団地内の建物を主物､車庫を従物という前程に立って､従物は主物に従って権利変

動するという原理により､車庫の所有権は区分所有建物に従って区分所有者に移転するとい う

考え方である0倍鼎生は次のように述べているo｢住宅を分譲する前には､建物は車庫と薬に開

発業者に帰属する｡住宅分譲 した後には､建物の主要構造と共に附属構造も一括移転するO従
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物 としての地下車庫は主物 としての建物に従って一一一括移転するO 主 物 ､従物の権利譲渡は--揺

したものである｣嘩Q

しかし､高聖平は反対意見を提出しているo｢第 1に､こうした主張は､車庫､駐車区画の構

造上及び使用上の独立性を見過ごしている｡第 2に､車庫､駐車区画が団地建物の関連施 設 で

あるといっても､それ らが区分所有者の索有に属するとい う結論になることはない ｣嫡)O

(5) か緒

上述 したように,車庫の帰属問題について､区分所有者尭有説と開発業者所有説があるOそ

れは経済的視点､土地建物関係の視点 ､ 区 分所有理論の視点､物権理論の視点とい う堵つの角

度か ら車庫の帰属問題を議論 している｡

第 1に､経済的視.甘)建設コス ト 決 定 論､共用面積配分決定論がそれであったが､あまりに

も経済学的な分析で､法学での議論を難 しくさせることになる)そVつため､法学者の中に反発

を呼んだ.｡しかし､この視点には､分譲住宅の中で､弱い立場にある区分所有者に有利である

ところがあろう｡

第 2に､土地建物関係の視点o特にrfl国の不動産実務における [房地一体原則_.jを根拠に し

ている｡建物所有権の成立には建設田地使用権の支持がなくてはならない.i,そのため､建設用

地使用権を持っていない地下車庫の所有権は支持が欠Lナている.‥､ところが､[房地--.一体原則コは

あくまでも実務上のや り方で､これから変わることも考えられる.｢ それに､物権法第 136条に

おける地下建設用地使用権の規定 もその可能性を示 している｡

第 三日こ､ 区分所有理論の視点0--万､区分所有者共有説は､車庫が団地建物の関連施設であ

るとい う性格に焦点を合わせて､車庫が区分所有唾物の共用部分であることを当然視 している｡

他方､開発業者所有説では､車庫は独立 した部分として､それを専有 して専用すべきであると

い う主張を唱えている､｡

区分所存理論の適用を稽極的に試みることはfJ]めてである｡ しかし､その理論の分析が少 し

足りないように見える.｢ そ して､この区分所有理論の適用は､かえって燃えている議論の火に

油を浴びせるような結 果 になった.｡悔夏英は次のように指摘 した.1｢車庫の法的帰属問題が複雑

になった,つ主要原因 は ､ 学者達がこの間頓を議論する際に､とかく建物区分所有J)法理論の角

である｣49㌔

第 4に､物権理論か らの視点がある.｡それは主物と従物に着目しているが､車味､駐車区画

の独立性 を見過 ごす欠点がある.〕
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ヨ 物権法草案の整理

(り 学者建議稿

前述 したように､物権法立法過程には 2つの学者建議稿が作成 され､lつの法工委草案が起

草された｡その中で､梁建議稿は車庫の問題について触れていなかったが､王建議稿は第 187

条で地下車庫の所有権､使用権について規定 していた｡

王建議稿第 187条 (共有権の確定)2項は次のように規定 している､､｢当事者に約定があると

きを除き､各区分所有者は地 下駐車場､屋上に対 してその持分の割 合によって使用権を有する

ものとしな くではならない｣50)｡その理由について､起草者である梅夏薬は所有権 と使用権 を

それぞれ以下のように論 じてい る｡｡

所有権について､地下駐車場の独立性か ら単独の所有権の可能性が検討 された｡｢地下駐車場

明確であ り､住居 と区別 される独立 し特定されたものになる｡地 下駐車場は上部の階層 とは分

けられていて､独立 した所有権の客体になっていると思 う｣ 51)0

-万､使用権について､それを物権化 して住民の駐車する権利を保護すべきであるとい う｡

｢外国の立法を見ると､一部の国の法律では､駐車区域を住民が居住す る区域に基づいて分配

し､当該居住区域の住民全体のために専有使用するものと規定 している｡我が国の現行法では

このような規定がないO駐 車場の使用は住民 と開発業者が契約によって約定されるが､住民の

駐車する権利を保障するには､債権的権利では難 しい｡そ こで､法律は住民が地下駐車場にた

い して使用権を有することを明確に規定 しな くてはならないOそれによって住民の権利を保障

すべきである｣ 52㌔

つまり､地 下駐車場について､王利明等はその独立性に基づいて､それ を専有部分 として考

えているようだが､住民の駐車需要を満足す るために､地下駐車場に対する使用権を強行規定

として条文を設けているO

.二.1 法.I_委草案と紙言説

一方､法工委草案は車庫の帰属について詳細な規定を設けた｡法工委草案に対する全人代常

務委員会の審議は 7回甥を数えたが､その中で車庫の帰属に関する内容は以下のような変遷 を

経ているo
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褒 1 牽軌 魅車区画に関する物権法審議稿の規定54)

審議稿番⊂}TF 内容約定がある場合 約定がない又は不明な場合

3次 会所､車庫の帰属はゝ約定がある場合は約定に従 う¢ 建設組織が所有権を有す ることを証明できるときを除き､建物区分所有者の基有に属するB

5次 建設区画内で､自動車を駐車するために用いられるよう計画され 区分所有者の共有に属

た駐車区画叉は車庫の帰属は､約定がある場合は約定に従 うo するO

6次 建設区画内でも自動車を駐車するために用いられるよう計画され 区分所有者の共有に属

た駐車区画又は車庫は､使先 して区分所有音の需要を満足 しなけれ するo

ばならないQ駐車区画又は車庫の帰属は､約定がある場合は約定に

従 うQ

7次 建設区画内で､自動車を駐車するために用いられるよう計画きれ

た駐車区画又は車庫は､俸尭 して区分所有音の需尊を満足 しなけれ

ぱならないQ建設区画内で､自動車を駐車するために用いられるよ

う計画された駐車区画又は車庫の帰属は､当尊者が売買､贈与又は

僚貸の方式で決めるo区分所有者共有の道路又はその他の場所を占

用 して自動車を駐車するために用いられる駐車区画は､区分所有者

(出所)高聖平 ｢解釈論視野下的車庫､牽位権利帰属規則I-以 『物権法』第 74条第 2教､第 3教為

分析対象｣(『政治与法律』､2008年第 10期)22頁を参考に筆者作成こ

上の表 1から/))かるように､車庫の帰属をめぐる法工委草案の変遷 は､次の点を軸としている､｡

第 Ii･こ､草案は車庫帰属 につ いて､約定説を取っている｡即ち､車庫の帰属について､約定

がある場 合 は約定に従 う.〕第 1次審議稿から第 7次審議稿まで､｢約定がある場合は約定に従 う｣

とい う文言は･【-.一貫して定められ/ている｡約定説の利点については､私法自治の原則､市場経 済

の要求､車庫､駐車区画の有効利用 8管理の需要などが挙げられている55)0

約定説を取った理由について､立法者の解釈はそれほど明確ではないが､次のようなも)のが

ある｡｢区分所有者共有の財産となるものは､分割することができなくて､いかなる区分所有者

の専有になることも不可能また不適切な財産である(つ たとえば､エ レべ一一クーなどのような公

用施設や､緑地などのような公用場所であるL,不動 産 市場の状況から見れば､自動車を駐車す
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るために周いられる車庫､駐車区画は､当事者が約定の方 式 で 区分 所 有 者 に専有又は専用され

ているのである｣ 弼o即ち､区分所有理論から理解すれば､車庫は共周部分としては適切 では

なく､専有部分として専有所有権を設定することが望ましいということである｡

第 2に ､車庫の帰属について約定がない場合について検討 しているB第 6次審議稿までの草

案では､車庫の帰属についての約定がない叉は不明な場合､車庫JI帰属は区分所有者の共有に

なっている.〕 しかし､第 7次審議稿では､そ ういう規定は削除された｡その理由は次のようで

ある｡｢こうすれば､運用しやすいし､紛争を防ぐこともできる.,｡ 車庫､駐車区画を区分所有者

の共有と規定すれば､車庫､駐車区画と住宅の配置比例が異なること､区分所有者が有する住

宅面積が異なること､住宅分譲の状況が異なることなどの原因により､運用は難 しくなる｣57㌔

中国建物区分所有の実際状況は､｢建設組織 と区分所有者の間に車庫の所有権についての契約が

ない場合､それは建設組織に帰属する｣としており58)､第 7次審議稿はその実情を踏まえて､

車庫､駐車区画の所有権を開発業者に与えている｡

(3) か鰭

上述 したように､物権法の 3つの草案の中で､王建議稿と法工委草案は車庫の帰属問題につ

いて規定 しているO王建議稿は車庫を独立した所有権の客体であることを前提にして､区分所

有音の車庫に対する使用権を規定 した｡法工委草案は､車庫は専有部分であるという性格につ

いて言及した.｡その上で､車庫帰属の約定がない場合について､それが開発業者の所有になる

ことを黙認した.｡しかし､車庫が専有部分になる基準についての議論はなかったt,

Ⅲ 物権法 71条の問題

l 条文構成と解釈

両 条文横式

前述 したように､法工委草案の車庫の帰属に関する条文は､物権法第 74条になっている｡第

74条は次のように規定 している｡｢①建設区画内で､自動車を駐車するために用いられるよう

計画された駐車区画又は車庫は､優先して区分所有者の需要を満足しなければならない｡(∋建

設区画内で､自動車を駐車するために用いられるよう計画された駐車区画又は車庫の帰属は､

当事者が売買､贈与又は賃貸の方式で決める｡ ③区分所有者共有の道路又はその他の場所を占

用 して自動車を駐車するために周いられる駐 車 区画は､区分所有者の共有に属する｣59)Q

(2) 解釈

本条は車庫､駐車区画に関する規定である｡

まず 2項は車庫､駐車区画の帰属について､約定がある場合は約定に従 うと規定した.｡｢これ

は車庫､駐車区画の性質､不動産取引市場の実践 及び運 用上の便宜 を総 合的に考慮した結果で

ある鳥 また､｢実生活では､開発業者は 車 庫､駐車区画 を高値で団地以外の人に売出して駐車
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させること｣60)があるため､1項は珂地区分所有者の駐車需要を優先的に満足すると規定 した｡

そして､r多くの用地では､車庫､駐車区画がない叉は深刻に星r)ないた崎､区分所有者が 共

有する道路又はその他の場所 を責用 して駐車区画とする問題 jもあるので､当該駐車区画は区

分所有者の共有に燭すると3項は規定 しているO

二 各項の関係に対す る分析

t･lL 専有部分について--一一_']点と 11Aをr壬】心にして

以 卜で述べたように､第 74条は車庫､駐車区画の帰属に関する規定である｡2項では､約定

があるときは約定にしたが うと規定 した.｡前述 した法上委草案 と約定説のところで分析 したよ

うに､約定説は即ち車庫､駐車区画が専有部分になる可能性を認めている｡ しかし､専有部分

の判断基準について､条文は明確にしていない.｡それについて､学説の議論はあり､最高人民

して建設 される性質 もある｡それ らは住民の区分所有者の駐車需要を考慮しなくてほならない｡

1項は車庫､駐車区画について使用規則を定めている61㌔

拍 車有部分抑制新基準

専有部分になる要件について､物権法を制定する前に議論はされている.｢1995牢､陳輩彬は

博士論文62)の中で､専有部分の判断基準を検討 しているO比較法研究の結果､ 田本の判例を参

考し､構造上の独立性 と利用上の独立件の要件を主張 してt･､る∴ 所謂専有部分とは､構造上の

行の直接性､専用設備の存在及び共用設備の不存在などの面から判断すべきである..,;L,その中､

｢構造上の独立性 とは､専有部分は他の専有部分叉は共同部分との間に､隔離する遮断設備 (多

くみられるのは分離壁)がなくてはならない｣｡そして､flJ用上の独立性 とは､｢各区分部分は

一般に独立した建築物 と同 じように､生活する目的を満足させる独立した機能 を有 していな く

てはならない｣63)0

物権法が制定 した後､上述 した構造上の独立性 と利用 上の独立性以外に ､ 王 利 明 は 法 律 上 の

独立性 とい う要件を強調 した｡｢構造 上と使用上の独立性は､経済的独立性であ る ｡ 登 記 が な け

れば法律上の独立性が表 されない.〕即ち､登記を通 して､分割 された各部分を法律上 各 所 有 権

の客体にすることが出来る｣64㌔ また､区分所有建物の共用部分の帰属について具体的な考察

をした上で､笹唾遠は専有部分の判断要素について､登記の重要性を強調 したLコ｢駐車区画､車

庫が区分所有者､開発業音叉は第三者の何れに属するとい うことは､複数の要素によるO---そ

の中､前提的要素は､駐車区画､車庫が既に独立した不動産として登記されているかどうか､

即ち独立 した所有権が存在 しているか否かとい うことである｡-･･･5主車区画､車庫が独立した不

動産として登記されている場合､その上には建物区分所有権とは独立した醍車区画､車庫の所

有権が存在する｣65㌔
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学界J7議論と相まって､最高人民法院は20()8牢6月 16日に区分所 有権 に関す る 司法 解釈 の

意見募集を行い､2009年 5月 14日に ｢区分所有権紛争事件の審理にお け る法 律の 具体 的応用
をめぐる若干問題に関する最高人民法院解釈｣[最高人民法院聞手審理建築物 区 分所有権糾紛案

う｡)を公布 した｡区分所有権司法解釈第 2条 1項は専有部分の要件を明確に定めている｡｢建
築区画内に､以下の要件を満たす住居及び駐車区画､営業スペ一一スなどの特定空間は､物権法

第 6章でい うところの専有部分と認定 しなくてはならない｡(I)構造上の独立性があ り､明確

に区分することができるC (2)利用上の独立性があ り､排他的に使用することができるO (3)

登記を経て特定区分所有者の所有権の客体になることができるJo

区分所有権司法解釈が公布された前後､高聖平は上述 した 3つの要件を車庫に当てはめて､

車庫が専有部分であることを指摘 したO｢第 1に､車庫は構造上の独立性を持つO車庫は六面が

閉鎖する建築物で､壁､床 とゲー トによって特定の独立した空間が囲まれ､周 りとは速断され

ている｡加えて､現在世界各国では､構造上の独立性を緩和する傾向がある｡つまり､厳格的

な外形上の間隔から観念上の間隔に変更する傾向である｣｡ ｢第 2に､使用上の独立性からいえ

ば､車庫には独立した出入 り口があり､その利用は他の部分に補助 される必要はないO車1車の

用途は通常の居住や営業とは異なって､自動車を駐車するとい う固有の用途である.｢この用途

に単一性があり､排他性がある｣ 66㌔

法律上の独立性について高聖 平は論理上の分析に止まったO実務では､地下車庫について､

全国範囲の法令は定められていないものの､経済発展が進んでいる諸地方では相応する地下空

間使用及び登記規定を公布 している｡上海市の ｢商 品 住 宅 項 目附 属地下車庫 (駐車区画)賃貸､

売買問題に関する暫定規定｣[関干商品房項 目附属地下車庫 (位)阻昏問題的暫行規定](2003

年 1月6日に公布 ･施行された｡)第 7条は次のように規定 している｡ ｢地下車庫 (駐車区画)

については､単独で権利証書を発行 しない｡その中､商品住宅と共に購入される場合､地下車

庫 (駐車区画)の区画番号､面積などの状況について､購入される商品住宅の不動産権利証書

の付記欄に注記しなければならないっ商品住宅を購入して不動産権利証書を取得 した後､地下

車庫 (駐車区画)を購入する場合は､登記部門が元の商品住宅の不動産権利証書の付記欄に､

地下車庫 (駐車区画)の区画番号､面積などの状況を加えて注記する｣Q

2)優先満足

車庫が区分所有建物の専有部分であることを物権法は認めているが､この専有部分は分譲住

宅のように単なる専有部分であるとい うものではない｡つまり､車庫は分譲住宅のように､開

発業者と車庫を購入しようとする相手との間で自由に譲渡されることや､開発業者が自己所有

をして留保することはできない.〕開発業者は分譲住宅を購入する区分所有者の駐車需要を優 先

して満足しなくてはならないのである｡第 74条 l項は条文でその旨を明確に している｡

とい うのは､車庫は区分所有者の駐車需要を満足するために建設された団地関連施設である
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からであるO車庫 は機 能上､構造上､及び価値丈 比較的に強い附属性を搾っている67㌔即ち､

車庫は物権碍独立 した目的 となることができる一方､分譲住宅と食わせて住民の生活需要を満

たさなくてはならない団地の畳賓施設でもある｡む しろ､区分所有理論の角度から見れば､後

者の意味の万が重視 されている,

ミニ:. 共用部分-･一一一11頂と_?頂の腎供をrlj心Lして

駐車区画について､共用部分である道路 やその他の場所を長岡 して駐 牽周に周いられたものは､

索潤部分になるQここでは､もはや専有部分と共用部分との区別基準を周も､る必要はなくなるQ

3 問題

物権法第 74条は車庫を専有部分の範囲に取 り入れ.ているQその補助として､区分所有権司

法解釈では専有部分の要件を定めている｡区分所有理論の下で車庫帰属問題はより明断に解決

されているが､以下の問題が残っている.｡

(h :.挿拝の区分所有書

区分所有者の定義について､区分所有権司法解釈は第 1条で規定している丁｡その 1項は次の

ようであるo｢建物専有部分所有権を法に基づいて登記 して取得 し､叉は物権法第 豊牽第 3節の

規定によって取得 した者は､物権法第()章でい うところの区分所有者と認定しなくてはならな

い｣､_､前述 した区分所有権司法解釈第2条によると､建物専有部分の中には､住居､事業用スペ

ースの外に､専有部分の要件を満たした車庫 も入ると考えられるOそ うすると､地~~F車庫を購

入した団地住民以外の第三者は､団地の区分所有者になる可能性 も生 じてくるO

ることを認めた｡r通常､建物のr二Ⅰ叩)住戸を購入したことによって､購入者は区分所有者になるO

車庫だけを購入 して住戸を購入 しない人が区分所有者になれるか否かについて､検討に値するO

車庫購入者にも､区分所有者の地位を認めるべきだと思 うO但 し､その議決権は制限されるO

車庫の保管､維持 ･管理に係わる事務に関する議決だけに参加することが出来､団地全体の不

動産管理事務にたい しては議決することはできないと思 う｣6吊)O

さらに､屈茂輝は大胆にも車庫購入者が区分所有権の全部を持つことを認めた｡｢車庫叉は駐

車区画の所有者が区分所有者になれるか否かは車庫又は駐車区画が区分所有建物の専有部分で

あるか否かによる. もし車庫又は駐車区画が区分所有建物の専有部分になる場合には､その所

有者が区分所有者であることは当然である｡従って､議決権の形式及びその他権利義務の面で､

車庫又は駐車区画の所有者はその他の住居叉は事業用スペースの所有者との間に相異が存在す

るものではないj69㌔

但 し､博鼎生は属花輝に同調 した うえで､団地車庫所有権uy実情を考察 して疑問を呈 してい

る.〕｢しか し､現在区分所有者と自称する人は､開発業者であれその他の主体であれ､車庫があ

るために不動産管理費を支払い､管揮義務を果た したことはない.｡そ うであるならば､彼らは
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区分所有者ではないO車庫に対 して独立した財産権 を有 していない｣70㌔

このように､分譲住宅を購入する住居所有者の他に､車庫だけを購Aする車庫所有者 も区分

所有者であることに注意 しなくてはならない.〕

..二; 集合住宅の関連施設 とし■Fの金庫-.･･11項の ｢優先溝だ _;flI･ifl･亡,I.lJLて

物権法でいう ｢優先満足｣の意味について意見はまとまらなかdPBたので､区分所有権司法解

釈第 5条l項は以ーFのように規定 している〕｢建築組織は配置 比例に基づき駐車区画､車庫を売

買､贈与又は賃貸の約定により区分所有者に処分する場合､その行為は物権法第 74条 l項 『優

先 して区分所有者の需要を満足 しなければな らない』規定に相応 しいと認定すべきである｣｡ま

た､2項は配置比例について次の通 り規定した｡｢前項にい う配置比例 とi･ま､計画が確定 した建

築区画内に自動車を駐車するために用いられ るようと計画 された駐車区画及び車庫の住宅数に

対する比例である｣｡

しか し､2つの問題が残 されていると考えられる｡

第 1は､配置比例をどのよ うに理解するとい うことであるO たとえば､上海市の駐車区画設

立基準用について､上海市城市税劃管理技術規定第 57粂 2項 は次のように規定 した｡｢新規建

設居住用建築の基地が都市中心地区にある場合､自動車の駐車率は住戸 ごとに 0.6両より小 さ

くしてはならない｣,この場合､1つの住戸が 1つの駐車区画を購入する条件が整わないことに

なる｡そ こで､累積投票のように､団地の住民はその配置比例を合わせて駐車区画を鱗Aす る

ことが推測できる｡

第 2の間更副ま､車庫を区分所有者に処分する時期であるO｢区分所有者の多くが分譲住宅を購

入 してすぐに自動車を購入する資金を調達することは難 しいが､2､3年間の蓄積があれば自動

車を購入することができ､購入後にそれを駐車する需要が生 じるだろう･･-･そのため､開発薬者

が車庫を団地区分所有者以外の第三者に処分する方式について､販売､贈与のような所有権移

転の方式を避けて､賃貸の方式が望ましいと考えられている｣72㌔

印 章庫に封する登記

地下車庫に関する法令について､上海市には ｢商品住宅項 目附属地下車庫 (駐車区画)賃貸､

売買問題に関する暫定規定｣ が存在するが､中国全体をみると､車庫に対する登記制度はまだ

整備 されていないQ実務上 ､現在の登記制度では以下の問題があると指摘 されている甥｡

①車庫を専有部分として登記することはできないO技術規範である測量規則は､所有権に影

響 を与える要素になる｡ 高さが 2.2メー トルを超えない部分は､建築面積の計算に入 らない,｡

そのため､登記することもできない,3

②現在登記されている専有部分の中には､専有部分だけでなく､配分された共用部分も含ま

れている｡ 建築面積で分譲 される場合､区分所有者の財産権面積の中に､配分された共用部分

は 10%から30%を占めている｡このような登記方法は､専有部分と共用部分の区別を複雑に し､

区分所有者の権利行使を混乱させ ることがあるo
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終わ りに

本稿では車庫の帰属問題 を通 して､専有部分と共用部分の判断基準を考察し､中国における

建物区分所有制度の一断面 を明らかにしたっ

長手別こ､区分所有権の内容について､物権法が専有所有権､共用部分共有権､共同管理権と

い う三要素説を採用 した経線及び学説の議論を明らかにした｡次に､車庫の帰属問題に焦点を

あわせて､区分所有者共有説､建設業者所有説､及び的定説の学説を紹介したOそこで､中国

の学界では､経済的視点､土地建物関係の視点､区分所有理論の視点､物権理論の視点から車

庫の帰属を分析していることが分かったO

最後に､約定説が採用された物権法第74条を分析 して､車庫を専有部分として区分所有理論

の視点からその帰属問題を解決 しようとい う立法者の意図を明らかにしたQその上で､専有部

分の判断基準として､最高人民法院が公布した区分所有権司法解釈及び学界の議論を検討した｡そ

の結果､車庫の所有者が 区 分 所 有 者 に なる可能性があるため2種類の区分所有音が存在しているこ

と､ただし､車庫の登 記 制 度 の 不 備 で 車庫所有者の権利保護が心配されていることが分かった.二.

なお､本稿で取り上 げ た 専 有 部 分 の判断基準の問題は区分所有制度の嵐--一歩にすぎない.共朋部

分共有権及 び 共 同管理権 が き ち ん と保障されなければ､区分所有者の権利が十分に実現できるとは

言 え な い Ll 共 用 部 分 尭 有権及び共同管理権の在り方については､こJtからの研究課題になろう｡
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13) 構成員権 とは区分所有者が区分所有者団体の一員として有する権利であるQ物権法 70条では､それ

を ｢薬同管理権｣ として規定 している｡本稿では､以下 ｢共同管理権｣を使 うo但 し､共同管理権 とい

う言い方は､区分所有昔大会の団体性を弱体化ない し否定 しているLL･い う指摘 もあったD楊立新 『共有

権理論研究与適用』(法律出版社､2007年)165百参照c

l4) 前掲注 8王利明 562百 c

l5) 梁建議稿は 1999年 3月に完成 され､墳苦星主編 『中国物権法草秦建議稿条文 ･説明 ･理由与参考立

法例』(社会科学文献出版社､2001年)に収録 されているぐ 王建議縞は 2000年 12月に完成 され､王利

明主編 『中国物権法草案建議稀及説明』く民主法制出版社､2001年)に収録 されているO漆工委草案は

2001年 12月に作成 されているOなお､当該草案が公表されていないため､本稿では 2005年 7月にパブ

リック･オピニオンを求めるために公表 された ｢物権法J第 3次審議稿を基礎に して検討するQ 当該 ｢物

権法｣第 3次審議稿は全国人大常委会法制工作委員会民法室編著 『物権法 (草案)参考』(中国民主法

制出版社､2005年)に収録 されている｡審議過程について､田中信行 ｢中国物権法のあいまいな到達点

ンについては､国谷知史 ｢物権法パブ リック ･オピニオンの募集｣(『中国研究月報』､2005年 11月号)

45頁以下参照｡.

16) 前掲染禁星主編 『中国物権法草案建議稿条文 ･説明 ･理由与参考立法例』20貞0

17) 前掲注 15王利明主編『中国物権法草案建議稿及説明』48頁｡

18) 前掲注 15王利明主編 『中国物権法草案建議稿及説明』316百0

19) 前掲注 15全国人大宮委会法制工作委員会民法喜編著 『物権法 (草案)参考』29百0

20) 中華人民共和国物権法の邦訳には 5種類がある｡ 河上正二 ･王冷然 r中国における新 しい物権法の

年)､松岡久和 ･鄭芙蓉 ｢中国物権法成立の経緯 と意義｣ジュ リス ト1336号､小口彦太 ･長友昭 ｢中華

人民共和国物権法｣早稲田法学 82巻 4号､渠涛 rl資料】中華人民共和国物権法｣前掲注 l『中国物権法
を考える』294頁以下Q本稿は主に河上正二 ･王冷然訳､渠涛訳を参考に Lた,

21) 全人代常務委員会法制工作委員会編 『中華人民共和国物権法釈義』(法律出版社､2007年)166頁C,

22) 前掲注 15『物権法 (草案)参考』65頁 6

23) 王利 明 ｢論業主的建築物区分所有権的概念｣(『当代法学』第 20番第 5期､2006年 9月)42頁143百Q

24) 前掲注 21『中華人民共和国物権法釈義』171百一172頁参照Ll

25) 王利明 ｢論物権法中車庫的帰属及相関法律問題｣(『現代法学』､2006年第 5期)79百0

26) 前掲注 25王利明 ｢論物権法中車庫的帰属及相関法律問題｣80百一81頁参照｡

27) 萱草立 ｢論物権法上車庫帰属的判断基準｣(『法学』､2008年第 3期)63Ei-O経済的視点についてこ

J)論文では ｢経済的思維｣ とい う言葉を用いている｡

28) 杭正亜 ｢南京市鼓楼区法院作出全国首例判決--小区車凍帰築主共有｣『南方週末』2003年 11月 ll

F]第4版Q

29) 前掲注 21『中華人民共和国物権法釈義』174百一175頁｡

30) 陣軽 ｢不宜用価格構成理論解決所有権帰属糾紛｣『人民法院報』2004年 4月 15日第 3版｡

31) 張鶴 ｢『物権法』中対小区車位 (車庫)所有権帰属規定的不足与完善｣(『法制与社会』､2008年第 8

期(中))Q

32) 陣軽 ｢小区地下車庫的権属須依是否計入公撫確定｣『人民法院報』2004年 2月 26El第 3版C

33) 高聖平 ｢住宅小区車位､車庫的性質及其権利帰属研究----兼評物権法第 74条j(『法学家』､2008年

第 6期)114百参照｡

34) 張宏毅 [論住宅小区車庫 (位)的帰属原則1-従上海市物権法第一案為例｣(『法治論叢』第 23雀第

6期､2008年 11月)Qその他に､前掲注 9陶麗琴 ･熊慶雲 297頁｡

35) 容積率は計画用地範囲内における建築総面積J)建設用地面積に対する割合である｡容積率の計算に

記入する建物だけは相応する地番の建設用地使用権面積の持分を有することができ､不動産権利証番を

取得することができるC 前掲注 33高聖平 ｢住宅小区車位､車庫的性質与其権利帰属研究｣ 112頁｡

36) 部光速 ｢論商品房住宅小区停車位的産権帰属和相関問題｣(『中国房地産』､2003年第 1期)37頁-40頁｡

37) 郡市房昼権利帰属登記管理弁法(城市房犀権属登記管理弁法】第6条は以下のように規定 している｡｢建
物権利帰属登記は､建物の所有権 と当該建物の責用範囲内にある土地使用権について､権利主体が一致

する原則に従わなくてはならない｣0

38) 物権法第 146条は以下のように規定している｡｢建設用地使用権が譲渡､互換､出資又は贈与され る
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ほ以下のように規定 している｡｢建築物､構箪物及びその附属施設が譲渡､互換､出資又は贈阜される

場合､当鱗建築物,構築物及びその附属施設が占める範囲内の建設用地使用が一括 して処分 されるJQ

39う 繭掲注 35張宏毅 ｢論住宅小区車庫 (位)的帰属原則-一様上海市物権法第-案為例 ｣5岩窟o

10) 前掲注 33高聖平 ｢住宅小区車位､車庫的惟官及び其権利帰属研究｣113頁t,

41) 空間権は土地の地表J)上下にある一定範囲内における空間を利用 して､他人かr_)の干渉を排斥する

権利であるQ その性格は物権的利用権であるB物権漆第 136条では､建設用地使用権を地表､夜中､地

下それぞれに設定することを認めている｡ そのため､空間権は独立 した物権ではなく､建設欄地使用権

J)中に吸収 されているo Lか し､それに反対する学者もいるLl上述 した空間権J)定義や学者J)議論は王

対する利剛 こついて､日本では地上権J)中で規定されているO 日本民法第 269条(7)2J)l項の前段は次

のようである｡rL地下一文は空間は､工作物を所有するため､上下の範囲を定めて地上権の目的とするこ

とができるjo

42) 前掲注 9陶龍琴 .熊慶雲 299百参照0

43) 前掲注 33高聖平 ｢住宅小区車位､車庫的性質及び其権利帰属研究j113:Ei-参照O

45) http::･'/'ww､､･.).･anglx.COm･::■dispnews･asp?idT37-i 2009年 12月20日閲覧,
46) 前掲注 21『中華人民共和国物権法釈義』174百I1751LlT参照｡

47) 博鼎生 ｢物権原理与物菓管理 ｣(『政治与法律』､2004年第6期)67頁0

48) 前掲注 33高聖平 r住宅小区車位､車康的性質及び其権利帰属研究｣113頁参照｡

49) 梅貢英､王亜西 r論高層建築物的車庫帰属｣(F煙台大学学報 (哲学社会科学版)』､2006年第 10期)

402頁C

510) 前掲注 15王利明主編『中国物権法草案建議稿及説明』51頁｡

51) 前掲注 15王利 明 主編 『中国物権法草案建議稿及説明』320百参照0

52) 前掲注 15王糾明主将 『中国物権法草案建議稿及説明』320百参照r

Lr.3) 全人代での審議を含めば 8回になるが､ここでは全人代常務委員会でJ)審議を対象に検討する｡

54) 高聖平 ｢解釈論視野下的車庫､車位種別帰属規則---以 『物権法』第 74条第 2本､第 3款為分析対

象](『政治与法律Jl､2008年第 10期122百を参考にして輩音が作成 したもJ)0

55) 黄松有主編 ｢『中華人民共fF]国物権法』条文理解与適用｣(人民法院出版社､2007年)238頁1239頁0

56) 前掲注 21『中華人民共和国物権法釈義』174百一175頁｡

571 前掲注 21『中華人民共和国物権法釈義』174頁L1

58) 前掲注 15『物権法 (草案)参考』219頁.っまた前掲注 34張宏穀 6I頁参照｡

59) 条文J)邦訳は注 20参照0

60) 前掲注 21『中華人民共和国物権法釈義』174百一175百｡

61) 雀唾遠 ｢対業主的建築物区分所有権之共有部分的具体考察｣(『法律科学乱 2008年第 3期)164-168

貢参 照 ｡

62) 陳華彬 『現代建築物区分所有権制度研究』(法律出版社､1995年)O

63) 前掲注 62時華彬 96百一104頁参照0

64) 前掲注 8王利明 582頁Q

65) 前掲注 61在唾連参照0

66) 前掲注 33高聖平 112百｡

67) 前掲注 9陶龍琴 ･熊慶雲 302.a-(,

68) 王利明 ｢論業主的建羊物区分所有権的概念｣(『当代法学』2()O6年第 5期)39頁0

69) 屈茂輝､周志方 ｢論業主的法律界在･････････････････-聴許『建築物区分所有権司法解釈 (征求貴兄稿)｣(『政治与

法律』､2009年第 2期)第 4百c

70) 前掲注 47倍鼎生 ｢物権原理与物業管理｣62頁163頁0

71) http://W､vw.shanghai･gov.川.:'shanghai･･node2314/node31241/node3177,!node3192/'userobject6ai1223.html 上

海市城市規劃管理技術規定､2009年 12月23日閲覧D

72) 前掲注 9陶雑琴 ･熊慶雲 303頁c

73) 万科集団 (不動産大手会社､http=/･;ww､､′.vanke.Com/main!･･-defaultAboulUs.aspx) リスク管理部部長顔雪
明 ｢売豆腐模型与建築物区分所有権｣橋立新 ･劉植権主編 『物権法実施疑難問題司法対策』(人民法院

出版社､2008年 4月)285百一286頁参照｡

主指導教員 (園谷如史教授)､副指導教員 (中村哲也教授 ･滞田克己教授)
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